
令和6年12月1日改定

※ 町田市は地域区分が２級地ですので、１単位は10.72円になります。

322円

自立支援促進加算

医師が入所者ごとに、自立支援のために必要な医学的評価を入所時に行

い、定期的に見直しを行う。多職種が共同して自立支援の支援計画を策定

し、ケアを実施。医学的評価結果を厚生労働省に提出し、情報を活用する。

280 - 301円 601円 901円

生活機能向上連携加算Ⅱ２ 上記加算（Ⅱ）で、個別機能訓練加算を算定している場合。 100 - 108円 215円

322円

生活機能向上連携加算Ⅱ１ 理学療法士等や医師が訪問して行う場合。 200 - 215円 429円 644円

生活機能向上連携加算Ⅰ

理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、機能

訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画書を作成

等すること。

100 - 108円 215円

97円

ADL維持等加算Ⅱ 上記加算（Ⅰ）の要件を満たし、評価対象利用者の評価がより高い場合。 60 - 65円 129円 193円

ADL維持等加算Ⅰ

入所者の自立支援・重度化防止につながるサービスの提供を事業者へ促

す。入所者の要介護度の維持・改善に着目し、評価を行い、その結果を厚

生労働省に提出する。

30 - 33円 65円

65円

個別機能訓練加算Ⅲ
個別機能訓練加算（Ⅱ）、口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加算を算

定していること。
20 - 22円 43円 65円

個別機能訓練加算Ⅱ
上記加算（Ⅰ）の要件に加え、厚生労働省に情報を提出し、機能訓練の実施にあた

り、適切かつ有効な情報を活用していること。
20 - 22円 43円

-

個別機能訓練加算Ⅰ
機能訓練指導員が個別に機能訓練計画書を作成し、身体機能の維持・向

上をはかる。
12 13円 26円 39円 -

看取り介護加算（Ⅰ）4 看取り介護を希望される場合：死亡日。 1280 1,373円 2,745円 4,117円

-

看取り介護加算（Ⅰ）3 看取り介護を希望される場合：死亡日の前日及び前々日。 680 729円 1,458円 2,187円 -

看取り介護加算（Ⅰ）2 看取り介護を希望される場合：死亡日以前4日以上30日以下。 144 155円 309円 464円

-

看取り介護加算（Ⅰ）1 看取り介護を希望される場合：死亡日以前31日以上45日以下。 72 78円 155円 232円 -

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ
夜勤時間帯（18時〜翌10時）における一日平均夜勤職員数が基準数に１

を加えた数以上の配置となっている場合。
18 20円 39円 58円

-

看護体制加算（Ⅱ）ロ
上記を（Ⅰ）ロを満たし、更に必要数に１を加えた数以上の看護職員を配置

し、24時間連絡取れる体制が確保されている場合。
8 9円 18円 26円 -

看護体制加算（Ⅰ）ロ 常勤の看護師を1名以上配置。入居定員が30人又は51人以上。 4 5円 9円 13円

354円

精神科医療養指導加算
認知症である入所者が１/3を占めている施設において、精神科医による定

期的な療養指導を月2回以上実施
5 6円 11円 17円 -

口腔衛生管理加算Ⅱ
上記加算（Ⅰ）の要件に加え、厚生労働省に情報を提出し、口腔衛生等の管理の実

施にあたり、適切かつ有効な情報を活用していること。
110 - 118円 236円

65円

口腔衛生管理加算Ⅰ

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケア

に係る技術的助言及び指導を年2回以上行っている場合。歯科医師の指示を受けた

歯科衛生士が、入居者に対し、口腔ケアを月2回以上行った場合。

90 - 97円 193円 290円

排せつ支援加算Ⅲ
上記加算(Ⅰ）の要件を満たし、適切な対応を行うことにより排泄状況が改善するととも

に、悪化がない、かつおむつ使用から使用なしに改善していること。
20 - 22円 43円

33円

排せつ支援加算Ⅱ
上記加算(Ⅰ）の要件を満たし、適切な対応を行うことにより排泄状況が改善するととも

に、悪化がない、またはおむつ使用から使用なしに改善していること。
15 - 17円 33円 49円

排せつ支援加算Ⅰ

排泄に介護を要する入所者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて医師や看

護師が施設入所時に評価し、評価結果について厚生労働省に提出し、排泄支援に情

報を活用する。評価結果に基づき、多職種が共同して支援計画を作成、定期的な見

直しを行う。

10 - 11円 22円

10円

褥瘡マネジメント加算Ⅱ
上記加算（Ⅰ）の要件を満たし、施設入所時の評価の結果、褥瘡が発生す

るリスクがあるとされた入所者について、褥瘡の発生のないこと。
13 - 14円 28円 42円

褥瘡マネジメント加算Ⅰ

入所者の褥瘡発生を予防するため、褥瘡の発生と関連の強い項目につい

て、定期的な評価を実施し、その結果に基づき計画的に管理した場合。ま

た、評価結果について厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって、

当該情報等を活用する。

3 - 4円 7円

226円

安全対策体制加算
組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。

（入所時に1回のみ）
20 - 22円 43円 65円

再入所時栄養連携加算
特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断し、管理栄

養士が、退所先の医療機関等に対して、栄養管理に関する情報を提供す
70 - 76円 151円

322円

再入所時栄養連携加算
医療機関に入院し、経管栄養又は嚥下調整食の新規導入など、施設入所

時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合。
400 - 429円 858円 1,287円

経口維持加算Ⅱ
経口維持加算Ⅰを算定し、食事の観察及び会議に医師、歯科医師、歯科

衛生士又は言語聴覚士が加わった場合。
100 - 108円 215円

-

経口維持加算Ⅰ
医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象として、経口維持計画を作成

し、栄養管理を実施した場合。
400 - 429円 858円 1,287円

経口移行加算 医師の指示により経管栄養から経口摂取への取り組み。 28 31円 61円 91円

-

栄養マネジメント強化加算
管理栄養士が医師・看護師と共同して栄養ケア計画を作成し、状況に応じ

た食事を提供。また、厚生労働省への情報を提出。
11 12円 24円 36円 -

療養食加算 医師の指示による食事の提供した場合。（1日/3回まで） 6 7円 13円 20円

初期加算 入所後30日間。入院後再入所した場合も同様。 30 33円 65円 97円 -

外泊時費用 1ヶ月に6日を限度。入院・外泊等の初日と最終日を除く。 246 264円 528円 792円 -

※ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された割合に合わせて、ご利用者様の負担額を変更致します。

②その他の加算 ＜負担割合　　１割 ・ ２割 ・ ３割 の方＞

項目 加算内容 単位数
自己負担（１日） 自己負担（1ヶ月）

１割 ２割 3割 １割 ２割 3割

2,850円 85,500円

要介護５ 955 1,024円 30,720円 2,048円 61,440円 3,072円 92,160円

要介護４ 886 950円 28,500円 1,900円 57,000円

2,380円 71,400円

要介護３ 815 874円 26,220円 1,748円 52,440円 2,622円 78,660円

要介護２ 740 794円 23,820円 1,587円 47,610円

要介護区分 単位数
自己負担額

(1日）

1ヶ月(30日)の

自己負担（1割）

自己負担額

(1日）

1ヶ月(30日)の

自己負担（2割）

自己負担額

(1日）

1ヶ月(30日)の

自己負担（3割）

要介護１ 670 719円 21,570円 1,437円 43,110円 2,155円 64,650円

［特別養護老人ホーム椿］利用料金表

社会福祉法人天寿園会①特ユ

【ユニット型個室】①②③④⑤を合計し、1ヶ月の目安にしてください。（本表は自己負担割合が１割と２割と３割の方の例）

①基本料金

＜負担割合１割の方＞ ＜負担割合２割の方＞ ＜負担割合３割の方＞



項目 加算内容 単位数
自己負担（１日） 自己負担（1ヶ月）

１割 ２割 3割 １割 ２割 3割

※ 町田市は地域区分が２級地ですので、１単位は10.72円になります。

※この料金表に記載されている金額は随時変動する可能性があるのであらかじめご了承ください。

※ 介護保険負担限度額認定証が必要になります。

④　日常生活にかかるその他の費用

日用品・クラブ活動の材料費・クリーニング代・理美容代・医療費・その他嗜好にかかわるもの

⑤　電気代

テレビなど居室に持ち込み利用された場合、1日　１００円徴収致します。（冷蔵庫の持ち込みはご遠慮ください。）

　　　　　・市民税課税者がいる世帯

　　　　　・別の世帯の配偶者が市民税課税者

　　　　　・申請者及び配偶者の預貯金等の合計額が上記を超える方

4 2,006円 2,309円 129,450円

650円 60,600円

・第4段階の条件に該当しないこと

・申請者の前年の課税年金収入＋合計所得が120万円を超

える方

単身500万円、夫婦1,500万円 3-② 1,370円 1,360円 81,900円

35,400円

・第4段階の条件に該当しないこと

・申請者の前年の課税年金収入＋合計所得が80万円以下の

方

単身650万円、夫婦1,650万円 2 880円 390円 38,100円

市町村民税

非課税世帯

・第4段階の条件に該当しないこと

・生活保護受給者

・老齢福祉年金受給者

1 880円 300円

・第4段階の条件に該当しないこと

・申請者の前年の課税年金収入＋合計所得が80万円超120

万円以下の方

単身550万円、夫婦1,550万円 3-① 1,370円

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） サービス利用総単位数の1000分の90に相当する単位数。

③居住費・食費

対　　　象　　　者 預貯金等 段階 1日居住費 1日食費
居住費＋食費

(30日あたり）

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） サービス利用総単位数の1000分の140に相当する単位数。

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） サービス利用総単位数の1000分の136に相当する単位数。

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） サービス利用総単位数の1000分の113に相当する単位数。

-

サービス提供体制加算Ⅲ
①介護福祉士50%以上②常勤職員75%以上③勤続7年以上30％以上。い

ずれかに該当すること。
6 7円 13円 20円 -

サービス提供体制加算Ⅱ 介護福祉士60％以上 18 20円 39円 58円

322円

サービス提供体制加算Ⅰ
①介護福祉士80%以上②勤続10年以上介護福祉士35%以上③サービスの質の向上

に資する取組を実施していること。いずれかに該当すること。
22 24円 48円 71円 -

生産性向上推進体制加算Ⅰ

（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改善の取組による成果（※１）が確認さ

れていること。

・見守り機器等のテクノロジー（※２）を複数導入していること。

・職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を行っているこ

と。

・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オンラインに

よる提出）を行うこと。

100 - 108円 215円

33円

新興感染症等施設療養費

入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症※に感染した場合に相談対応、診

療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に

対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に、１月に１

回、連続する５日を限度として算定する。

240 - 258円 515円 772円

高齢者等感染対策向上加算Ⅰ

・感染症法第６条第17項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症

の発生時等の対応を行う体制を確保していること。

・協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を

取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応してい

ること。

・診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を

行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は

訓練に１年に１回以上参加していること。

10 - 11円 22円

322円

特別通院送迎加算
透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難である等やむを

得ない事情があるものに対して、１月に12回以上、通院のため送迎を行った場合
594 - 637円 1,274円 1,911円

協力医療機関連携加算Ⅰ
協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共

有する会議を定期的に開催していること。(１)①～③の要件を満たす場合
100 - 108円 215円

-

退所時情報提供加算

医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹

介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情

報を提供した場合に、入所者等１人につき１回に限り算定する。

250 - 268円 536円 804円

退所前連携加算
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行っ

た場合。
500 536円 1,072円 1,608円

-

退所時相談援助加算
入居者及びその家族に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び

老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合。
400 429円 858円 1,287円 -

退所後訪問相談援助加算 退所後1回を限度。 460 494円 987円 1,480円

-

退所前訪問相談援助加算 入所中1回（又は2回）を限度。 460 494円 987円 1,480円 -

在宅・入所相互利用加算 在宅・施設の計画的利用。 40 43円 86円 129円

-

在宅復帰支援機能加算 在宅へ戻られる場合。 10 11円 22円 33円 -

認知症行動・心理症状緊急対応加算 入所後7日に限る。 200 215円 429円 644円

129円

科学的介護推進体制加算Ⅱ
上記加算（Ⅰ）の要件に加え、疾病の状況等を厚生労働省に情報を提出

し、適切かつ有効な情報を活用していること。
50 - 54円 108円 161円

科学的介護推進体制加算Ⅰ
利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身

の状況等に基本的な情報を厚生労働省に提出していること。
40 - 43円 86円


